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開講にあたって 

 

１． 受講申込者数による閉講について 

 

各講習は、開講時期（期別：春期①・春期②・夏期・秋期・冬期①・冬期②）ごとに受講者

からの申込（予約）制としており、開講基準を 30 名以上とし、29 名以下となった講習につ

いては閉講とさせていただきますので、予めご了承ください。 
 

閉講の連絡については、以下のとおりとします。 

・本学に登録されたメールアドレスに配信。 

・教員免許状更新講習システムのトップページ「お知らせ」に掲載。 
 

※閉講となった講習を申込みされていた方への対応については別途メールにてお知らせい

たします。 

 

２． 不測の事態における講習の取り扱いについて 

 

公共交通機関の運行状況、台風などの天候状況等により、講習を中止とさせていただく場合

があります。開講の可否の判断については、講習前日までには決定します。 
 

講習中止の連絡については、 

・本学に登録されたメールアドレスに配信。 

・教員免許状更新講習システムのトップページ「お知らせ」に掲載。 
 

※中止となった講習を申込みされていた方への対応については別途メールにてお知らせい

たします。 

 

受講にあたっての配慮について 

 

受講にあたっての配慮について 
 

講習を受講するうえでの配慮（手話通訳、ノートテイクなど）を必要とされる方は、以下の期日 

までにお申し出ください。以下の期日までにお申し出がない場合は、対応しかねますのでご了承 

ください。 

≪お申し出方法≫ 

メール：menkyo@bukkyo-u.ac.jp 

ＴＥＬ：（075）493-9006 

受付時間 9：00～17：00 ※土曜日は 9：00～13：00 

事務取扱休止日 

（2020年 3月 31日まで）毎週 土曜日午後・日曜日 

（2020年 4月 1日より）毎週 木曜日・土曜日午後・日曜日 

≪お申し出事項≫ 

1.受講者 ID 2.氏名 3.講習日 

4.講習名 5.希望する配慮事項 
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受講申込みの流れ 

 

１．利用者登録  ※講習予約の事前準備としてお早めに登録してください。 

佛教大学のホームページから教員免許状更新講習システムに入り、利用申し込みはこちら  

より受講者登録をしてください。 

これまでに受講者 IDを取得された方は、同じ IDを使用可能です。 

 

佛教大学 教員免許状更新講習システム 

https://www.kousinkousyu.jp/bukkyo-u/l/l020cir/siteTop/browse.action 

 利用方法については、pp.7以降をご覧ください。 

 

 

２．講習インターネット予約 

佛教大学 教員免許状更新講習システムよりお申込みください。 

＜申込期間＞【先着順】 
受講対象者 

（修了確認期限） 

（有効期間満了の日） 

春期① ３月２１日（土）１０時 ～ ３月２５日（水）１７時 

令和 3年 3月 31日 

令和 4年 3月 31日 

春期② ４月２５日（土）１０時 ～ ４月２９日（水・祝）１７時 

夏期 ６月２７日（土）１０時 ～ ７月 １日（水）１７時 

秋期 ８月２２日（土）１０時 ～ ８月２６日（水）１７時 

冬期① １０月３１日（土）１０時 ～ １１月４日（水）１７時 

冬期② １１月２８日（土）１０時 ～ １２月２日（水）１７時 
令和 4年 3月 31日 

令和 5年 3月 31日 

※定員に達した時点で募集を締め切ります。 

インターネット予約だけでは、受付は完了しません。 

 

 

３．「事前アンケート」の入力 

佛教大学 教員免許状更新講習システムよりご入力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※講習ごとにアンケートの入力が必要となります。 

 

＜入力締切＞ 

春期①  ４月 ２日（木）１８時まで 

春期②  ５月 ７日（木）１８時まで 

夏期  ７月 ９日（木）１８時まで 

秋期  ９月 ３日（木）１８時まで 

冬期① １１月１２日（木）１８時まで 

冬期② １２月１０日（木）１８時まで 

https://www.kousinkousyu.jp/bukkyo-u/l/l020cir/siteTop/browse.action
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４．「受講申込書」の印刷（※学校長等の署名・公印が必要）・本学に送付 

佛教大学 教員免許状更新講習システムより「受講申込書」を印刷し、本学に送付。 

1頁目〔受講者本人記入欄〕に、受講生の写真貼付・印鑑捺印 

2頁目〔証明者記入様式〕に、学校長等の署名・公印の押印 

   

≪2頁目〔証明者記入様式〕について≫ 

初回申込み時のみ提出してください。 

 2回目以降は身分に変更がない限り提出を不要とします。 

 

インターネット予約だけでは、受付は完了しません。 

 

「受講申込書」の提出方法については、pp.13～16を参照してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

※本学に「受講申込書」が到着後、内容に不備がない方へ「請求書」を郵送します。 

 

 

 

５．受講料の納入 

 「請求書」に記載の銀行口座へ受講料をお振り込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．受講決定 

「事前アンケートの入力」、「受講申込書の送付」、「受講料の納入」の確認後「受講決定」とな

り、受講者に通知メールが送信されます。 

※入金確認に時間がかかるため、即時反映されません。通知メールが届くまでお待ちください。 

 

 

 

＜送付締切＞【必着】 

春期①  ４月 ２日（木） 

春期②  ５月 ７日（木） 

夏期  ７月 ９日（木） 

秋期  ９月 ３日（木） 

冬期① １１月１２日（木） 

冬期② １２月１０日（木） 

＜入金締切＞ 

春期①  ４月１０日（金） 

春期②  ５月２８日（木） 

夏期  ７月２２日（水） 

秋期  ９月１７日（木） 

冬期① １１月２６日（木） 

冬期② １２月２４日（木） 
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７．「受講票」を印刷 

「受講決定」後、ご自身で「受講票」を印刷し、講習当日に持参してください。 
 

※本学事務局にて、すべての確認が完了しなければ、システム上で「受講決定」と表示されず、

「受講票」を印刷することはできません。 
 

「受講票」は、1講習ごとに 1枚必要です。 

 

 

  

 

８．講習を受講（講習内で「履修認定試験」を実施） 
 

会 場：佛教大学 紫野キャンパス、二条キャンパス、四条センターの場合 

時間割： 

1時間目 （ ９：００ ～ １０：３０ ／ ９０分） 

2時間目 （１０：４０ ～ １２：１０ ／ ９０分） 

昼休み （１２：１０ ～ １３：００ ／ ５０分） 

3時間目 （１３：００ ～ １４：３０ ／ ９０分） 

4時間目 （１４：４０ ～ １６：１０ ／ ９０分）※試験時間を含む 

 
 

会 場：京都府総合教育センター 北部研修所（綾部市）の場合 

時間割： 

1時間目 （ ９：５０ ～ １１：２０ ／ ９０分） 

2時間目 （１１：３０ ～ １３：００ ／ ９０分） 

昼休み （１３：００ ～ １３：５０ ／ ５０分） 

3時間目 （１３：５０ ～ １５：２０ ／ ９０分） 

4時間目 （１５：３０ ～ １７：００ ／ ９０分）※試験時間を含む 

 

 

 

９．成績評価・証明書について 

講習終了後、成績評価を行い、2ヵ月以内に証明書を送付します。 

 

証明書には 2種類あり、取り扱いは以下のとおりです。 

 

「修了」証明書 1つの期別(春期①・春期②・夏期・秋期・冬期①・冬期②）で、30時間を 

受講完了された方に発行します。 

 

「履修」証明書 上記以外の場合は、「履修」証明書として送付します。 

          ※30時間分の「履修」証明書をもって、更新等申請手続きを行ってください。 
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１０．更新等申請手続きについて 

受講生自身が、免許管理者に更新等申請手続きを、修了確認期限（旧免許状）あるいは有効期 

間満了日（新免許状）の 2ヵ月前までに行うことが必要です。 

 

更新等申請手続きに係る詳細については、文部科学省のホームページもしくは都道府県教育委 

員会へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

受講キャンセルについて 

 

１． やむを得ない事情で受講を辞退される場合には、メールかお電話にてご連絡ください。 

２． 講習開講前日の 17：00 までに受講辞退の申し出があり、所定の手続きを取っていただいた

場合に限り、返金の対象とします。 

 

※お電話でのご連絡の場合は、以下のとおり受付時間と事務取扱休止日にご注意ください。 

 講習開講前日が、事務取扱休止日や土曜日で 13：00までの受付時間の場合については、 

メールでご連絡をお願いします。 

 

メール menkyo@bukkyo-u.ac.jp 

ＴＥＬ （075）493-9006 

    受付時間 月～水・金曜日 9：00～17：00 

土曜日 9：00～13：00 

    事務取扱休止日 毎週 木曜日・土曜日午後・日曜日 

 

３． 講習当日の受講辞退の申し出については返金の対象となりません。 

４． 返金の際には、1講習につき事務手数料として 1,000円を差し引いた金額を返金いたします。 

５． 受講料返金に際しては、本学所定用紙による申請が必要となります。 

所定用紙については、事務局より郵送いたします。 
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2020（令和 2）年度の受講対象者について 

 

以下の①・②の方が、受講対象者となります。 

①旧免許状所持者（平成 21 年 3 月 31 日までに教員免許状を授与された方） 

第１グループの方で期間内（平成 21 年 4 月 1 日～平成 23 年 1 月 31日）に免許状を更新した方 

生年月日 修了確認期限 
免許状更新講習の受講及び 

免許管理者への修了確認申請期間 

昭和 30年 4月 2日～昭和 31年 4月 1日 

令和 3年 3月 31日 平成 31年 2月 1日～令和 3年 1月 31日 昭和 40年 4月 2日～昭和 41年 4月 1日 

昭和 50年 4月 2日～昭和 51年 4月 1日 

 

第 2 グループの方で期間内（平成 22年 2月 1日～平成 24 年 1 月 31日）に免許状を更新した方 

生年月日 修了確認期限 
免許状更新講習の受講及び 

免許管理者への修了確認申請期間 

昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日 

令和 4年 3月 31日 令和 2年 2月 1日～令和 4年 1月 31日 昭和 41年 4月 2日～昭和 42年 4月 1日 

昭和 51年 4月 2日～昭和 52年 4月 1日 

 

 

②新免許状所持者（平成 21 年 4 月以降に初めて教員免許状を授与された方） 

1. 有効期間満了の日が令和 3 年 3 月 31日の方 ※教員免許状には平成 33年と記載 

2. 有効期間満了の日が令和 4 年 3 月 31日の方 ※教員免許状には平成 34年と記載 

 

新免許状を複数所持する場合、その有効期間は、最も遅く満了となる有効期間に自動的に統一され

ます。 

 

◆上記以外でも対象者となる場合があります。受講対象者に該当するかどうかについては、各自の責

任において文部科学省のホームページ等で確認してください。 

文部科学省HP「免許状更新講習の受講対象者」 

修了確認期限または有効期間満了日の 2 年 2 か月前から 2か月前までの 2 年間に、免許状更新講習

を受講・修了した後、免許管理者（都道府県教育委員会）に申請する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm
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システム利用方法 

Ⅰ．教員免許状更新講習システム利用登録 

１．はじめて利用される方は、利用申し込みはこちら をクリックし、受講者情報を登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．受講者の基本情報を入力してください。 

 

  

佛教大学 教員免許状更新講習システム 

＊印のある項目は必ず入力または選択してください。 

 

新免許状所持者の場合は入力してください。 

旧免許状所持者は入力不要です。 

大学からの連絡はメールにて行います。 

パスワードはログイン時に必要と

なります。必ず控えてください。 

 

入力後にクリックしてください。 
-7- 
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【現有免許状一覧】 

※以下の免許状をお持ちの方は、表の右に記載の免許状を選択してください。 

所持する免許状 更新講習システムで選択する免許状 

幼稚園教諭一級普通免許状 幼稚園教諭一種免許状 

幼稚園教諭二級普通免許状 幼稚園教諭二種免許状 

小学校教諭一級普通免許状 小学校教諭一種免許状 

小学校教諭二級普通免許状 小学校教諭二種免許状 

中学校教諭一級普通免許状 中学校教諭一種免許状 

中学校教諭二級普通免許状 中学校教諭二種免許状 

高等学校教諭一級普通免許状 高等学校教諭専修免許状 

高等学校教諭一級普通免許状（社会） 高等学校教諭専修免許状（地理歴史）  高等学校教諭専修免許状（公民） 

高等学校教諭二級普通免許状 高等学校教諭一種免許状 

高等学校教諭二級普通免許状（社会） 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）  高等学校教諭一種免許状（公民） 

盲学校教諭一級普通免許状 特別支援学校教諭一種免許状（特別支援教育領域：視覚障害者） 

盲学校教諭二級普通免許状 特別支援学校教諭二種免許状（特別支援教育領域：視覚障害者） 

聾学校教諭一級普通免許状 特別支援学校教諭一種免許状（特別支援教育領域：聴覚障害者） 

聾学校教諭二級普通免許状 特別支援学校教諭二種免許状（特別支援教育領域：聴覚障害者） 

養護学校教諭一級普通免許状 特別支援学校教諭一種免許状（特別支援教育領域：知的障害者、肢体不自由者及び病弱者） 

養護学校教諭二級普通免許状 特別支援学校教諭二種免許状（特別支援教育領域：知的障害者、肢体不自由者及び病弱者） 

養護教諭一級普通免許状 養護教諭一種免許状 

養護教諭二級普通免許状 養護教諭二種免許状 

 

３．受講者ＩＤが表示されますので、必ず控えてください。 

受講者情報登録完了後、受講者基本情報で登録されたメールアドレスへ、登録確認のメールが届

きます。 

 

 

※受講者情報の変更は、トップ画面の 登録利用情報照会 画面下の 変更 ボタンをクリックし、 

修正してください。 

 

 

 

 20mbu00000 
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注意 

登録後に確認メールが届かない場合は、登録されたメールアドレスが間違っている可能性があります。

トップ画面の 登録利用情報照会 をご確認いただき、修正してください。 

大学からの連絡は、メールにて行います。登録されたメールアドレスにおいて迷惑メール受信拒否等

の設定をしている場合は、本学（menkyo@bukkyo-u.ac.jp）からのメールが受信できるよう設定変

更をお願いします。 

 

Ⅱ．講習予約 

１．登録した受講者 ID、メールアドレス、パスワードを入力し、ログインしてください。 

 

２．更新講習検索 ボタンをクリックしてください。 

 

３．検索条件を入力せずに 検索 ボタンをクリックすると、開講している講習すべてが表示されます。 

 

  

佛教大学 教員免許状更新講習システム 

佛教大学 教員免許状更新講習システム 

 

20mbu00000 
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４．予約される講習の「講習名」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．講習の情報を確認し、予約申し込みする場合は、画面の右下の 予約する ボタンをクリックして 

ください。 

 

1画面に、10講習のみ掲載されます。 

11講習以降を確認する場合は、「＞」

をクリックしてください。 

「定員［下限］」欄について、数字は「現在の申込者数／定員数［下限数］」を表しています。 

定員に達している場合でも、受付期間中は「受付中」と表示されます。 

現在の申込者数が定員に達している場合は、予約できないため、「予約する」ボタンは押せません。 
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６．次の画面の「受講申込規約」に 同意する ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．講習の内容を確認し、予約を確定する場合は、予約確定 ボタンをクリックしてください。 

 

 

８．続けて、他の講習を申し込みされる場合は、講習を検索し、同じ操作を行ってください。 
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Ⅲ．事前アンケートの入力 

受講希望の講習すべての予約申し込みが完了しましたら、事前アンケートを入力してください。 

  複数の講習にお申込みされた場合、すべての講習のアンケートにご回答いただく必要があります。 

 

１．受講者ＩＤ、メールアドレスとパスワードでログインしてください。 

 

２．トップ画面の左側中ほどの「申込内容を見る」をクリックし、講習開催情報の右端「アクション」

欄の 事前アンケート登録 ボタンをクリックしてください。 

 

 

３．事前アンケートにすべて回答し、確認 → 登録 ボタンをクリックしてください。 

 

  

※入力例です 

 

講習内容に関心があったため選択しました。 

 

 

学んだことを現場で生かせることを期待します。 

 

 

子ども一人ひとりに応じた支援の必要性を感じています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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Ⅳ．受講申込書の印刷 

受講希望の講習すべての予約申し込みが完了しましたら、受講申込書を印刷してください。 

 

１．受講者ＩＤ、メールアドレスとパスワードでログインしてください。 

 

２．トップ画面の「申込内容確認」欄で受講する講習全ての「選択」欄にチェックを入れ、 

受講申込書印刷 ボタンをクリックし、受講申込書を印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佛教大学 教員免許状更新講習システム 

「受講申込書」は、 

期別(春期①・春期②・夏期・秋期・冬期①・冬期②）ごとに、1枚の提出となります。 

予約した期別の講習すべてにチェックし、「受講申込書印刷」ボタンを押してください。 

印刷は、Ａ４サイズで印刷をしてください（両面印刷可）。 
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３．印刷した受講申込書に、①写真添付、②捺印し、③受講対象者の証明（受講対象者区分の記入、

学校長等の証明印）をもらい、郵送していただきますようお願いします。受講申込書の提出がない場

合は、受講予約をされていても受講できません。インターネット予約だけでは、受付は完了しません。 

なお、封筒の表面に「教員免許状更新講習申込書在中」と朱書きしてください。 

 

佛教大学 免許状更新講習受講申込書 
〔受講者本人記入欄〕 

ふりがな 
 

氏 名 

ぶつだい たろう 
申

込

印 

 
生

年

月

日 

昭和49年5月×日 

 

佛大 太郎 

連 絡 先  

（〒●●●－××× ） 
   
  京都府京都市●●町××-□□ 

（ＴＥＬ） □□－ △△△－●●●   （携帯）    －    －     

受講対象者 

の区分 

 

※①～⑤の

中から該当

する区分に

記入してく

ださい。 

 

①幼稚園・小学校・中学校・義 

務教育学校・高等学校・中等 

教育学校・特別支援学校・幼 

保連携型認定こども園に勤 

務している教育職員・教育の 

職にある者 

（勤務校(園)） 

××市立○○○小学校 

（職名） 

  教諭 

②教員採用内定者／教員とし 
て任命又は雇用される 
(見込みのある)者 

（任命・雇用する(見込みのある)任命権者・学校法人・国立大学法人等勤務先） 

③教員勤務経験者 
（任命・雇用していた任命権者・学校法人・国立大学法人等元勤務先） 

④認定こども園及び認可保育所の保育士／幼稚園と同一の設置者が設置 
する認可外保育施設に勤務する保育士 

（勤務先） 

⑤その他 

（勤務先） （職名） 

 
○ 所持する免許状についてすべて記入してください。（受講期間を正しく把握するため、お持ちの（免許状 

をすべて記入してください。）  ※記入の方法は「所持する免許状の欄の書き方について」を参照ください。 
免許状の種類 教科・特別支援教育領域等 授与年月日 有効期間の満了の日※ 

    

    

    

※所持する免許状が上記以外にある場合、それらの免許状について、（別紙）に記入し添付してください。 

※「有効期間の満了の日」欄は、新免許状所持者のみ、免許状に記載された日付を記載してください。なお、免許状に記載されている有効期間が 

平成 31 年 5月 1日以降の場合は、「平成 31年」を「令和元年」に置き換え、以降の暦においても令和を使用し、記載してください。 

修了確認期限（旧免許状所持者） 

※既に修了確認もしくは延期・免除をした場合は、証明書に記載の「次の修了確認期限」を記入 
令和3年 3月 31日 

有効期間の満了の年月日（新免許状所持者） 

※複数の新免許状を所持している場合は、最も遅い満了日を記入 
 

 
○ 受講希望講習について記入してください。 

領  域 講習の名称 開 設 日 

必修領域講習   

選択必修領域講習   

選択領域講習 

  

  

  
 
○ 障害を有している方で、希望する配慮・支援内容について記入してください。 

障害の種類・程度・症状等  

希望する配慮・支援内容  

※〔証明者記入様式〕に校長等により受講対象者であることの証明を受け、本申込書に添付してください。  

写真添付 

受講生の印鑑捺印 

必ず捺印してください。 

 

（顔写真） 

 

縦 36～40 

横 24～30 

mm 

修了確認期限・有効期間の満了の日の確認 

提出前に必ず確認してください。 

訂正は、トップ画面の 登録利用情報照会 画面下

の 変更 から行ってください。 

 

なお、修了確認期限の延期申請をされている方

は、証明書の写しを同封してください。 
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〔証明者記入様式〕※校長等により受講対象者であることの証明を受けてください。証明の方法は「受講対象者の証明方法について」を 

参照ください。（証明書類の添付でも可） 

 

（受講者） 

ふりがな 

 

氏 名 

ぶつだい たろう 生
年
月
日 

昭和 47年 5月 ×日 
佛大 太郎 

 

上記記載の受講者が受講対象者として該当している区分に｢○｣を付けてください。 

 

受講対象者の区分 
該当
区分 

教育職員・ 

教育の職 

教育職員（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養

教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師）（免許法第

９条の３Ⅲ①） 
○ 

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、

養護職員（免許状更新講習規則第９条Ⅰ①） 
 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局（地教行法第 23条第 1項の

条例の定めるところによりその長が同項第 1号に掲げる事務を管理し、執行す

ることとされた地方公共団体の当該事務を分掌する内部部局を含む。）において

学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事してい

る者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ②） 

 

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定める

者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ③） 
 

その他文部科学大臣が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ④）  

教員採用内

定者・ 

教員採用内

定者に準ず

る者 

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②）  

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①）  

認定こども園及び認可保育所の保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
 

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト搭載者等） 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ③） 
 

 

上記記載の者は上図該当区分のとおり、教育職員免許法第９条の３第３項又は免許状更新講習規則第

９条に規定する受講対象者であることを証明する。 

 

令和〇年○月○日 

 

（機関名・役職名）××市立○○○小学校 校長 

証 明 者 名 
（氏     名）   佛大 花子 

                   印     

 

 

 

 

 

 

  
提 出 先 ： 〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 96 

佛教大学 教員免許状更新講習係 

受講対象の証明② 

学校長、教育委員会等に受

講対象者であることの証

明をもらってください。 

証明の依頼先は次頁の表

を参照してください。 

・証明日 

・学校名 

・名前 

・学校長印（公印） 

※2頁目〔証明者記入様式〕について 

2020年度内で複数の期別の講習を予約する方については、当該年度内に限り、初回に提出したものを、 

2回目以降の期別申込時に流用することができます。 

受講対象の証明① 

受講対象者の区分に○をもらってください。 

受講対象者の区分が 1 枚目の区分と一致して

いるか確認してください。 

〔証明者記入様式〕は、2020 年度初回申込時のみ提出が必要です 

 



 - 16 - 

 

〇受講対象者の証明方法について 
 

受講対象者の区分 証明の方法 

教育職員・ 

教育の職 

教育職員（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護

教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保

育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師） 

（免許法第９条の３Ⅲ①） 

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄宿

舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（免許状更新講習規則第９条Ⅰ①） 

公立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は教育委員会 

国立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

私立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

共同調理場に勤務

する学校栄養職員 

場長の証明 

※場長本人の場合は教育委員会 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局（地教行法第 23条第 1

項の条例の定めるところによりその長が同項第 1号に掲げる事務を管理し、

執行することとされた地方公共団体の当該事務を分掌する内部部局を含む。）

において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に

従事している者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ②） 

任命権者の証明 

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定め

る者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ③） 
任命権者又は雇用者の証明 

その他文部科学大臣が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ④） その者の任命権者・雇用者の証明 

教員採用 

内定者・ 

教員採用 

内定者に 

準ずる者 

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②） 任用又は雇用予定の者の証明 

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①） 任用又は雇用していた者の証明 

認定こども園及び認可保育所の保育士（※注） 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の長の証明 

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の設置者の証明 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト搭載者等）（免許状更新

講習規則第９条Ⅱ③） 
任用又は雇用する可能性がある者の証明 

（※注）免許状更新講習規則の一部を改正する省令（平成２５年文部科学省令第２３号）の施行（平成２５年８月８日）により、認可

保育所に勤務する保育士は、設置者が幼稚園を設置しているかどうかにかかわらず、受講対象者となった。 
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（「受講申込書」送付、受講料の納入） 

受講申込書を本学で受理すると、請求書を送付します。 

入金確認後に登録されたメールアドレスに受講申込確定メールが届きます。 

 

Ⅴ．受講票の印刷 
「受講決定」後、ご自身で「受講票」を印刷し、講習当日に持参してください。 

※本学事務局にて、すべての確認が完了しなければ、「受講決定」と表示されず、「受講票」を印刷

することはできません。 

「受講票」は、1講習ごとに 1枚必要です。 

１．受講者ＩＤ、メールアドレスとパスワードでログインしてください。 

２．トップ画面の左側の「申込内容を見る」をクリックし、講習開催情報の「アクション」欄の 

受講票印刷 ボタンをクリックしてください。 

 

 

※「開催年月日・時間」欄について 

システム上「1日目・2日目・3日目」と記載され 

ますが、1講習ごとに 1枚の「受講票」を印刷して 

いただきますので、2日目・3日目には（なし）と 

記入されます。 

 

 

 

※「受講確認印」欄について 

講習当日に、確認印を押印します。 

証明書発行までに、講習受講の証明を勤務先等に 

求められた場合、確認印押印済みの受講票をご提出 

ください。 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

￥6,000 
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